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＊厚生労働省
・「新国連薬物乱用根絶宣言」支援事業「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施について（6月19日）
１．名称：「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
２．趣旨
　　麻薬や覚せい剤等の薬物乱用問題は全世界的な広がりを見せ、人間の生命はもとより、社会や国の安全や安定を脅かすなど、人類が抱える最も深刻な社会問題の一つとなっています。
　　我が国における近年の薬物情勢は、依然として覚せい剤事犯が薬物事犯の大半を占めていますが、特に若年層を中心に、大麻やＭＤＭＡ等合成麻薬の乱用が高水準で推移しています。
　　特に最近では、「合法ハーブ」などと称して流通している「違法ドラッグ」の乱用が急速に拡大し、憂慮すべき状況です。
　　「違法ドラッグ」はたとえ「合法」であると称していても、麻薬や覚せい剤と同様の健康被害のおそれがある物質であることを理解していただくための啓発を行います。
　　本運動は、「新国連薬物乱用根絶宣言」（注1）の支援事業の一環として、官民一体となり、国民の薬物乱　用問題に対する認識を高め、併せて「国際麻薬乱用撲滅デー」（注２）の周知を図り、内外における薬物乱用防止に資するために行うものです。
（注１） 平成21年（2009年）の国連麻薬委員会において、2019年までの達成を目標とする新たな政治宣言、「新国連薬物乱用根絶宣言」が採択された。
（注２） 昭和62年（1987年）に開催された「国連麻薬閣僚会議」の終了日の6月26日を「国際麻薬乱用撲滅デー」とし、各国がこの宣言の趣旨を普及する日とされた。

３．運動の概要
　（１）主　　 催：厚生労働省、都道府県、財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
　（２）実施期間：平成24年6月20日から7月19日まで（1か月間）
　（３）主な実施事項：「6・26ヤング街頭キャンペーン」「地域団体キャンペーン」

４．国連支援募金について
　　財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターが主催し、国連及び関係団体の協賛、関係省庁の後援により行われます。
　　この募金運動により、地球的規模での薬物乱用防止に関する理解と認識を高めるとともに、寄せられた善意の浄財は、開発途上国で薬物乱用防止活動に従事する民間団体（ＮＧＯ）の活動資金として国連に寄付されるほか、国内の啓発事業にも役立てられます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002d6rg.html
＊文部科学省

・特別支援教育資料(平成23年度)（6月27日）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1322973.htm
・東日本大震災により被災した幼児児童生徒の学校における受入れ状況について（平成24年5月1日現在）（6月29日）
　①震災により、震災前の学校と別の学校において受け入れた幼児児童生徒の数は25,516人（同一県内での受入れ数を含む）

　②①のうち、岩手、宮城、福島の3県の幼児児童生徒で、他の都道府県の学校において受
け入れた数は14,263人
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/06/__icsFiles/afieldfile/2012/06/29/1323059_1.pdf
＊法務省
・平成24 年版　人権教育・啓発白書　平成23 年度人権教育及び人権啓発施策　法務省・文部科学省
(6月29日)

http://www.moj.go.jp/content/000076106.pdf
＊内閣府男女共同参画局

・「平成24年版男女共同参画白書」を公表(6月19日)
男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第12条第1 項の規定に基づく平成23年度の男女共同参画社会の形成の状況及び男女共同参画社会の形成の促進に関する施策並びに同条第2 項の規定に基づく平成24年度において講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告。
第6章　女性に対する暴力

第1 節　配偶者等からの暴力の実態
　●平成23年の調査によると，女性の10.6％，男性の3,3％はこれまでに配偶者から身体的暴行，心理的攻撃，性的強要のいずれかを1 つでも受けたことが「何度もあった」と答えている。
●被害者は，相手から離れて生活を始めるに当たって，「当面の生活をするために必要なお金がない」，「自分の体調や気持ちが回復していない」など，様々な困難な状況に置かれている。
●配偶者間における刑法犯（殺人，傷害，暴行）の被害者の91.5％が女性。
●配偶者暴力相談支援センターは全国に210か所（平成24年1 月現在）。
●配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は年々増加（平成22年4 月～23年3 月に寄せられた相談件数は7 万7,334件）。
●配偶者暴力防止法施行後平成23年12月末までの間に，発令された保護命令の件数は2 万477件。
第2 節性犯罪の実態
●強かんの認知件数は，平成16年から減少傾向に転じており，23年は1,185件。強制わいせつの認知件数は，16年から続いていた減少傾向が，22年は7 年ぶりに増加に転じたが，23年は再び減少し，6,870件。
●これまでに異性から無理やりに性交された経験のある女性は7.7％。若年・低年齢時の被害が多い。
●平成23年の調査によると，異性から無理やりに性交された経験のある女性のうち，被害をどこ（だれ）にも相談しなかった人は67.9％。
第3 節　売買春の実態
●平成23年中の売春関係事犯検挙件数は1,454件で，前年比減少。
●平成23年中の要保護女子総数は1,241人で，そのうち未成年者が占める割合は25.5％であり，いずれも前年に比べ減少した。
●平成23年中の児童買春事件の検挙件数は，842件で前年比減少。
第4 節人身取引の実態
●平成23年中に警察が確認した人身取引被害者の総数は25人で，前年比減少。
第5 節セクシュアル・ハラスメントの実態
●平成23年度中の雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントに係る都道府県労働局雇用均等室への相談件数は1 万2,228件。
第6 節ストーカー行為の実態
●平成23年中のストーカー事案に関する認知件数は1 万4,618件。
●平成23年中のストーカー行為での検挙件数は197件，禁止命令違反での検挙件数は8 件。
第4章　男性、子どもにとっての男女共同参画

第3節　子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現節子どもの健やかな成長と
1 子どもに対する暴力・虐待への総合的な対策
児童虐待への対応については，平成12年11月，児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。）が施行され，その後， 16年及び19年に児童虐待防止法及び児童福祉法の改正が行われ，制度的な対応について充実が図られて
きた。しかし，重大な児童虐待事件が後を絶たず，全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数も増加を続け，22年度には5 万6,384件（東日本大震災の影響により，福島県を除いて集計した数値）となるなど，依然として社会全体で取り組むべき重要な課題となっている。児童虐待は，子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えるため，児童虐待の防止に向け，（ア）虐待の「発生予防」，（イ）虐待の「早期発見・早期対応」，（ウ）虐待を受けた子どもの「保護・自立支援」に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を整備・充実していくことが必要である。
厚生労働省では（ア）発生予防に関しては，生後4 か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握，育児に関する不安や悩みの相談等の援助を行う「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」や，養育支援が特に必要であると判断される家庭に対して，保健師・助産師・保育士等が居宅を訪問し，養育に関する相談に応じ，指導，助言等により養育能力を向上させるための支援を行う「養育支援訪問事男性、子どもにとっての男女共同参画業」，子育て中の親子が相談・交流できる「地域子育て支援拠点事業」の推進等，相談しやすい体制の整備等，（イ）早期発見・早期対応に関しては，虐待に関する通告の徹底，児童相談所の体制強化のための児童福祉司の確保，市町村の体制強化，専門性向上のための研修やノウハウの共有，「子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」の機能強化，（ウ）保護・自立支援に関しては，社会的養護の質・量の拡充，家族再統合や家族の養育機能の再生・強化に向けた取組を行う保護者支援の推進等の取組を進めている。
また，平成24年4 月より児童虐待の防止等を図り，児童の権利利益を擁護する観点から，親権の停止制度を新設し，法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにするなどの措置を講ずるための改正民法が施行されるとともに，里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととすることや，児童の福祉のために施設長等がとる監護等の措置について親権者等が不当に妨げてはならないこととするなどの措置を講ずるための改正児童福祉法が施行されている。
厚生労働省では，平成16年から11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け，児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため，関係府省庁や地方公共団体，関係団体等と連携した広報・啓発活動を実施している。23年度においては，月間標語の公募，シンポジウムの開催（東京都世田谷区），広報用ポスター等の作成・配布及び政府広報を活用したイベントの実施，テレビ，ラジオ，新聞等による広報啓発等を実施した。また，民間団体が中心となって実施している「オレンジリボン・キャンペーン」について後援を行っている。
警察では，各種活動を通じて児童虐待事案の早期把握に努めるとともに，児童相談所，学校，医療機関等の関係機関との緊密な連携を保ちながら，児童の生命・身体の保護のための措置を積極的に講じており，児童虐待の疑いのある事案では，速やかに児童相談所等に通告するほか，厳正な捜査や被害児童の支援等，警察としてできる限りの措置を講じて，
児童の安全の確認及び安全の確保を最優先とした対応の徹底を図っている。また，平成12年2 月に制定した「安全・安心まちづくり推進要綱」（平成18年4 月一部改正）に基づき，防犯カメラの整備を促進するなど，児童が犯罪被害に遭いにくいまちづくりを積極的に推進している。
法務省の人権擁護機関では，子どもの人権問題に関する専用相談電話「子どもの人権110番」を設置し，全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施するほか，相談用の便箋付き封筒「子どもの人権SOSミニレター」を小中学生に配布し，さらに，子ども向けのインターネット人権相談受付窓口（子どもの人権SOS-eメール）を開設するなどして相談体制の充
実を図っている。また，全国各地で講演会・研修会等の実施などの啓発活動を積極的に推進するとともに，人権相談，人権侵犯事件の調査処理を通じて，児童虐待の問題に取り組んでいる。
文部科学省では，児童虐待への適切な対応等について，学校教育及び社会教育関係者に対し周知を図り，学校教育・社会教育関係者と児童相談所等の関係機関との緊密な連携の促進に努めている。また，各学校・教育委員会における取組の充実を図るため，平成17年度，国内・海外の先進的取組等の収集・分析等を実施し，18年度，教職員向けの研修モデル・プログラムの検討を行い，20年度，虐待を受けた子どもへの支援等について教職員の対応スキルの向上を図るよう，研修教材を作成し，21年5 月，当該研修教材「児童虐待防止と学校」（CD-ROM）を，都道府県等を通じて，学校教育関係者に配布した。
平成22年3 月，厚生労働省と協議の上，学校等と児童相談所等の相互の連携を強化するため，学校等から児童相談所等への児童の出欠状況等の定期的な情報提供の実施方法等に関する指針を策定し，都道府県・政令指定都市の教育委員会，福祉部門等宛てに通知し，23年3 月，同指針に基づく実施状況等を検証し，結果を公表するとともに，24年3 月，児童虐待の速やかな通告を一層推進するための留意事項を，都道府県等を通じて，学校教育関係者に周知した。
さらに，被害者となった児童生徒の相談等に適切に対応できるよう，学校における教育相談体制の充実を支援している（本節4 参照）。
http://www.gender.go.jp/whitepaper/h24/zentai/pdf/index.html
＊警察庁

・犯罪統計資料（1月～5月）(6月8日)

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001039529&cycode=0
・平成23年の犯罪情勢（6月14日）

http://www.npa.go.jp/toukei/seianki/h23hanzaizyousei.pdf
＊朝日新聞
・ユニセフなど、児童ポルノ画像の根絶を訴えるイベントを開催（6月5日）

　公益財団法人の日本ユニセフ協会（赤松良子会長）とスウェーデン大使館、児童虐待の撲滅活動を推進するECPATスウェーデン、ヤフー（井上雅博社長）は、6月2日、インターネット上から児童ポルノ画像をなくすことを目的としたイベント「『第3回 子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議』のフォローアップセミナー」を開催した。2008年にブラジル・リオデジャネイロで開かれた「第3回 子供の商業的性的搾取に反対する世界会議」で議論された内容を改めて伝えるもの。 
　世界会議は、子どもへの性的虐待を撲滅する目的で開かれているイベントで、虐待行為の撲滅や、子どもが性的虐待を受けている画像（児童ポルノ画像）がインターネット上で公開されたり、売買されたりするのを防ぐために、各国関係者が意見を共有・交換している。ユニセフが中心になって、1996年に第1回をスウェーデン・ストックホルムで開催。その後、2001年に横浜で、2008年にリオデジャネイロで開催している。 

　フォローアップセミナーで、日本ユニセフ協会の大使を務めるアグネス・チャン氏が司会を務め、政府や関連団体、民間企業の関係者など、世界各国から約200人が参加した。 

　プログラムでは、児童ポルノ画像が出回ることによる被害の大きさを訴えるとともに、各国の活動内容や法整備の状況、日本の対策状況と問題点、画像流出を防ぐための最新のIT技術などについて、有識者が語った。 

　主な登壇者は、スウェーデンのシルヴィア王妃やラーシュ・ヴァリエ 駐日スウェーデン大使、ECPATスウェーデンのへレナ・カルリアン局長、国際刑事警察機構で児童ポルノ関連の捜査経験をもつスウェーデン国家警察のアンダーシュ・ペーション情報分析官。日本からは日本ユニセフ協会の東郷良尚副会長や、松あきら参議院議員など国会議員数名が参加。野田佳彦首相がイベントを支持するメッセージを送り、会場で読み上げられた。 

　イベント後半には、ヤフーやスウェーデンのソフト開発会社であるネットクリーン テクノロジーズ スウェーデン（ネットクリーン）のクリスティアヌ・ショーベリ社長などが、児童ポルノ画像の流出を防ぐ最新の対策やテクノロジーを説明した。 

　ネットクリーンは、児童ポルノ画像対策の先進国スウェーデンで、児童ポルノ画像のやりとりをブロックする技術を開発。日本では、マクニカネットワークスが国内の総合販売代理店になっている。ショーベリ社長は、「クラウド環境になれば新しい技術が必要になるが、すでに開発を進めている。テクノロジーの面から児童ポルノ画像の撲滅に貢献する」と話した。（木村剛士） 

http://www.asahi.com/digital/bcnnews/BCN201206050001.html
＊読売新聞
＊毎日新聞

・講演:インターネット被害防止で　「売った画像、転載も」　児童ポルノ把握困難　／愛媛(6月9日)

　インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口「インターネット・ホットラインセンター」の吉川誠司・副センター長がこのほど、松山市久米窪田町のテクノプラザ愛媛で開かれた「県ネットワーク防犯連絡協議会」総会で特別講演した。インターネット関連の犯罪・トラブルについて現状を説明し、危険性を訴えた。【篠崎真理子】

　特別講演では、昨年の児童ポルノ事件の検挙者数が過去最多に達し、その８割がインターネット関連で、海外サーバーを経由するなど実態把握が困難なケースが増えていることなどを指摘した。また、インターネットで知り合った男性に、自分の裸の写真や動画などを売る女性の「メルカノ」が目立ち始めたことを報告。「女性側は実際に男性と会わないから実害がないと考えているが、画像が転載されて広まることがある」と注意を呼びかけた。

　同センターは０６年６月に警察庁から業務委託を受けて開設され、一般のインターネット利用者から違法・有害情報を受け付け、警察に通報したり、サイト管理者に削除を要請する。昨年受け付けた通報は約１８万件。県警によると、昨年は同センターからの通報が７件あり、うち４件を検挙したという。
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